
条件不利地森林整備事業イメージ

備考

間伐施業履歴 間伐施業履歴（過去15年)

林班界 ※番号は林班番号

片側200ｍの範囲 林道等から片側200m

凡例

区分

人工林

天然林等 天然林・竹林・未立木地・伐採跡地等

林業経営が成り立たない森林であって、次のすべての要件を満たす森林であること。

１人工林であること。

２林道及び市町村道等からの距離が概ね２００メートル以上の森林であること。
３森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。

４過去１５年以上森林整備が行われていない森林であること。
５市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。

６県と森林所有者等により事業実施後１０年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐

採制限を定めた協定を締結することができる森林であること。

現状 目標

林業経営がなされず

放置された森林
公益的機能が低下した森林

間伐などの森林整備の実施

光環境の改善
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水源林機能増進事業イメージ

浄水施設

市町村が管理する簡易水道等の水源の森林であって、次のすべての要件を満たす森林であること。

１小流域に取水口がありそれに依存する簡易水道等の集水区域の森林であること。

２過密林であって下層植生がないなどの森林整備が必要な森林であること。

３森林経営計画認定森林でないこと。また、森林経営計画の作成が見込まれていない森林であること。

４市町村森林整備計画で定める公益的機能別施業森林であること。

５県と森林所有者等により事業実施後１０年間の皆伐及び転用の禁止、並びに公益的機能別施業森林の伐期までの伐

採制限を定めた協定を締結することができる森林であること。

取水口

現状 目標

間伐などの森林整備の実施

水源涵養機能の向上

集水区域

林床に下草等が乏しく水源涵養機能

が低下している森林

適正な管理が行われず、放置さた森林
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